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温 泉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 年 七 月 三 十 一 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 三 号

温 泉 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

温 泉 法 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 八 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 「 温 泉 利 用 計 画 書 」 を 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 」

に 改 め 、 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

一 掘 削 孔 断 面 図

二 掘 削 す る 地 点 を 明 示 し た 写 真

第 六 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る も の と す

る 。
一 申 請 者 が 増 掘 又 は 動 力 を 装 置 す る 権 利 を 有 す る こ と を 証 す る

書 類

二 増 掘 の 場 合 に あ っ て は 、 増 掘 孔 断 面 図

三 動 力 の 装 置 の 場 合 に あ っ て は 、 温 泉 の 成 分 分 析 の 写 し

四 増 掘 又 は 動 力 を 装 置 す る 地 点 を 明 示 し た 写 真

第 七 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 土 地 掘 削 等 の た め の 施 設 等 の 重 要 な 変 更 の 許 可 の 申 請 書 ）

第 七 条 の 二 省 令 第 四 条 の 三 第 一 項 の 申 請 書 は 、 土 地 掘 削 （ 増 掘 ）

施 設 等 変 更 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 七 号 の 二 ） に よ る も の と す る 。

第 八 条 第 二 項 第 一 号 中 「 温 泉 孔 柱 状 図 」 の 下 に 「 及 び 掘 削 （ 増 掘 ）

孔 断 面 図 」 を 加 え 、 同 条 の 次 に 次 の 七 条 を 加 え る 。

（ 温 泉 の 採 取 の 許 可 の 申 請 書 ）

第 八 条 の 二 省 令 第 六 条 の 二 第 一 項 の 申 請 書 は 、 温 泉 採 取 許 可 申 請

書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 二 ） に よ る も の と す る 。

（ 温 泉 の 採 取 の 許 可 を 受 け た 者 で あ る 法 人 の 合 併 及 び 分 割 の 承 認

の 申 請 書 ）

第 八 条 の 三 省 令 第 六 条 の 四 第 一 項 の 申 請 書 は 、 合 併 （ 分 割 ） に 係

る 温 泉 採 取 事 業 承 継 承 認 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 三 ） に よ る も

の と す る 。

（ 温 泉 の 採 取 の 許 可 を 受 け た 者 の 相 続 の 承 認 の 申 請 書 ）

第 八 条 の 四 省 令 第 六 条 の 五 第 一 項 の 申 請 書 は 、 相 続 に 係 る 温 泉 採

取 事 業 承 継 承 認 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 四 ） に よ る も の と す る 。

（ 可 燃 性 天 然 ガ ス 濃 度 の 確 認 の 申 請 書 ）

第 八 条 の 五 省 令 第 六 条 の 七 第 一 項 の 申 請 書 は 、 可 燃 性 天 然 ガ ス 濃

度 確 認 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 五 ） に よ る も の と す る 。

（ 確 認 を 受 け た 者 の 地 位 の 承 継 の 届 出 書 ）

第 八 条 の 六 省 令 第 六 条 の 八 第 一 項 の 届 出 書 は 、 可 燃 性 天 然 ガ ス 濃

度 確 認 を 受 け た 者 の 地 位 承 継 届 出 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 六 ） に よ

る も の と す る 。

（ 温 泉 の 採 取 の た め の 施 設 等 の 重 要 な 変 更 の 許 可 の 申 請 書 ）

第 八 条 の 七 省 令 第 六 条 の 十 第 一 項 の 申 請 書 は 、 温 泉 採 取 施 設 等 変

更 許 可 申 請 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 七 ） に よ る も の と す る 。

（ 温 泉 の 採 取 の 事 業 廃 止 の 届 出 書 ）

第 八 条 の 八 省 令 第 六 条 の 十 一 第 一 項 の 届 出 書 は 、 温 泉 採 取 事 業 廃

止 届 出 書 （ 別 記 様 式 第 九 号 の 八 ） に よ る も の と す る 。

第 九 条 第 二 項 第 三 号 を 削 る 。

別 記 様 式 第 一 号 中

「

」

を
「

」

に 、

「

」

を
「

」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 」 を 「 」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 三 号 中 「 」 を 「 」

に 、 「 」 を 「

」 に 改 め る 。

工 事 の 施 工 方 法

工 事 の 施 工 方 法

巻揚機（ドローワークス）

掘削のための主要な設備

の 構 造 及 び 能 力

泥水ポンプ（マッドポンプ）

や ぐ ら

噴 出 防 止 装 置

１ 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（掘削しようとする位置を明確に表示し、
掘削しようとする場所から 350メートル以内にある既存の源泉との距離を記入すること。）
２ 申請者が温泉法第３条第２項に規定する権利を有する者であることを証する書類（掘削しようとする土
地の登記事項証明書等）
３ 申請者が温泉法第４条第１項第３号から第５号までに該当しない者であることを誓約する書面
４ 温泉利用計画書

１ 位置図（縮尺50,000分の１以上の地形図に申請地の位置を明示すること。）
２ 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（掘削しようとする位置を明確に表示し、
掘削しようとする場所から 350メートル以内にある既存の源泉との距離を記入すること。）
３ 地籍図又は字図（複数の土地境界等の目標となる物から申請地までの距離を記入し、申請地の位置を明
示すること。）
４ 掘削しようとする土地の登記事項証明書
５ 申請者以外の者が掘削しようとする土地を所有する場合は、掘削する権利を有することを証する書面
６ 申請者が温泉法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない者であることを誓約する書面
７ 掘削孔断面図
８ 温泉の必要性、利用計画等を記した温泉利用計画書
９ 掘削する地点を明示した写真
10 掘削のための設備の配置図及び主要な設備の構造図
11 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が省令第１条の２各号に掲げる基準に適合す
ることを証する書面
12 省令第１条の２第10号に規定する掘削時災害防止規程
13 他の法令の許可等を要する場合は、手続の状況がわかる書類（許可書、許可申請書の写し等）
14 その他知事が必要と認める書類又は図面

第11条第２項 第11条第２項又は第３項

第11条第２項 第11条第２項又は第３項

第４条第１項第３号から第５号まで 第４条第１項第４

号から第６号まで
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別 記 様 式 第 四 号 中 「 」 を 「 」

に 、 「 を 「

」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 五 号 中

「

」

を
「

」

に 、

「

」

を
「

」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 六 号 中

「

」

を
「

」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 七 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。

第11条第２項 第11条第２項又は第３項

第４条第１項第３号から第５号まで」 第４条第１項第４

号又は第５号

増掘工事の施工方法

増 掘 工 事 の 施 工 方 法

巻揚機（ドローワークス）

増掘のための主要な設備

の 構 造 及 び 能 力

泥水ポンプ（マッドポンプ）

や ぐ ら

噴 出 防 止 装 置

１ 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（増掘しようとする位置を明確に表示し、

増掘しようとする場所から 200メートル以内にある既存の源泉との距離を記入すること。）

２ 申請者が温泉法第11条第２項において準用する同法第４条第１項第３号から第５号までに該当しない

者であることを誓約する書面

１ 位置図（縮尺50,000分の１以上の地形図に申請地の位置を明示すること。）
２ 増掘しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（増掘しようとする位置を明確に表示し、
増掘しようとする場所から 200メートル以内にある既存の源泉との距離を記入すること。）

３ 地籍図又は字図（複数の土地境界等の目標となる物から申請地までの距離を記入し、申請地の位置を
明示すること。）
４ 増掘しようとする土地の登記事項証明書
５ 申請者以外の者が増掘しようとする土地を所有する場合は、増掘する権利を有することを証する書面
６ 申請者が温泉法第11条第２項において準用する同法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない
者であることを誓約する書面
７ 増掘孔断面図
８ 増掘の必要性、利用計画等を記した増掘理由書
９ 増掘する地点を明示した写真
10 増掘のための設備の配置図及び主要な設備の構造図
11 増掘のための施設の位置、構造及び設備並びに増掘の方法が省令第１条の２各号に掲げる基準に適合
することを証する書面
12 省令第１条の２第10号の規定により作成した増掘に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規
程
13 他の法令の許可等を要する場合は、手続の状況がわかる書類（許可書、許可申請書の写し等）
14 その他知事が必要と認める書類又は図面

１ 動力を装置しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（動力を装置しようとする位置を明

確に表示し、動力を装置しようとする場所から 200メートル以内の既存の源泉との距離を記入すること。）

２ 申請者が温泉法第11条第２項において準用する同法第４条第１項第３号から第５号までに該当しない者

であることを誓約する書面

３ 動力の装置を詳細に記載した図面

１ 位置図（縮尺50,000分の１以上の地形図に申請地の位置を明示すること。）
２ 動力を装置しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図（動力を装置しようとする位置を
明確に表示し、動力を装置しようとする場所から 200メートル以内の既存の源泉との距離を記入するこ
と。）
３ 地籍図又は字図（複数の土地境界等の目標となる物から申請地までの距離を記入し、申請地の位置を
明示すること。）
４ 動力を装置しようとする土地の登記事項証明書
５ 申請者以外の者が動力を装置しようとする土地を所有する場合は、動力を装置する権利を有すること
を証する書面
６ 申請者が温泉法第11条第３項において準用する同法第４条第１項第４号から第６号までに該当しない
者であることを誓約する書面
７ 温泉の成分分析の写し
８ 動力装置の揚湯能力を示す書類（能力曲線が記載された仕様書等）及び動力装置の出力を選定した根
拠（動力装置設置理由書、揚湯試験結果、動力装置の設置断面図等）を示した書類
９ 動力を装置する地点を明示した写真
10 他の法令の許可等を要する場合は、手続の状況がわかる書類（許可書、許可申請書の写し等）
11 その他知事が必要と認める書類又は図面
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別 記 様 式 第 八 号 中 「 」 を 「

」 に 改 め 、

「

」

を
「

」

に 改 め る 。

別 記 様 式 第 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

」

第８条第１項 第８条第１項（法11条第

２項又は第３項において準用する同法第８条第１項）

１ 土地の掘削又は増掘の場合は、温泉孔柱状図

２ 動力の装置の場合は、動力装置図

１ 土地の掘削又は増掘の場合は、温泉孔柱状図、掘削（増掘）孔断面図及び省令第１条の２第９号に規

定する記録

２ 動力の装置の場合は、動力装置図（配置図及び設置断面図）
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別 記 様 式 第 九 号 の 次 に 次 の 七 様 式 を 加 え る 。
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別 記 様 式 十 号 中

「 」

を
「

」

に 改 め る 。
附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 八

条 の 次 に 七 条 を 加 え る 改 正 規 定 中 第 八 条 の 五 に 係 る 部 分 の 規 定 及

び 別 記 様 式 第 九 号 の 次 に 七 様 式 を 加 え る 改 正 規 定 中 別 記 様 式 第 九

号 の 五 に 係 る 部 分 の 規 定 は 、 平 成 二 十 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 温 泉 法

施 行 細 則 の 規 定 に 定 め る 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 事

項 を 適 宜 補 正 し て 使 用 す る こ と が で き る 。

５ 温泉の成分分析の写し

５ 温泉の成分分析の写し

６ その他知事が必要と認める書類又は図面
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